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「生涯活躍のまち」づくりに
活用が見込まれる施策のご案内

― 参考施策集 ―

「生涯活躍のまち」づくりに
活用が見込まれる施策のご案内

― 参考施策集 ―



「生涯活躍のまち」は、デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和４年12月23日閣議決定）における取組方針の一つ「魅力的な地域
をつくる」に位置付けられた地方創生施策で、女性、若者、高齢者、障害者など、誰もが居場所と役割を持って活躍できるコミュニティ
づくりを目指し、デジタル技術を活用しながら、分野横断的かつ一体的に様々な事業を実施することにより、地域活性化を図ることを目
的としています。

「生涯活躍のまち」の推進にあたっては「交流・居場所」、「活躍・しごと」、「住まい」、「健康」、「人の流れ」※1といった観点
が中長期的に満たされるよう、分野横断的かつ一体的な取組を実施することを重視しておりますが、「生涯活躍のまち」を構成する具体
事業については、デジタル技術を活用した事業を含め、地域の実情に応じて様々なものが考えられます。

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局では、「生涯活躍のまち」を構成する事業実施にあたってのスタートアップの位置
づけとして、デジタル田園都市国家構想推進交付金や地方創生推進交付金等、地方創生に関する補助金のほか、関係省庁の補助金制度の
周知に取り組むこととしています。

これを受け、本参考施策集では、地域における「生涯活躍のまち」を具体化するにあたって、活用が見込まれる関係省庁の補助金制度
及びその参考事例について、参考施策集としてご案内します※2。

地域における「生涯活躍のまち」の実現に向け、大いにご活用ください！

※１ 各機能の詳細については、「生涯活躍のまち」に関するガイドラインをご確認ください。
◇地方創生ポータルサイト：「生涯活躍のまち」づくりに関するガイドライン

 https://www.chisou.go.jp/sousei/about/ccrc/shienmenu/pdf/220331_ccrcguideline.pdf

※２ 網羅的に掲載しておりますが、関係省庁の全ての補助金制度等を掲載しているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
「生涯活躍のまち」の中身に応じて、適宜、本参考施策集に掲載する以外の補助金制度等をご確認ください。

はじめに
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「生涯活躍のまち」のイメージ

●子育て世帯等の孤立

地域課題

人の流れ

活躍・しごと

健 康住 ま い

交流・居場所

「生涯活躍のまち」づくり 「生涯活躍のまち」の実現

●まちのにぎわいの減少

●世代間等の交流機会の減少

●空き家の増加

●地域のにぎわい創出

●子育て世帯等の交流

●世代を問わず活躍できる場づくり

●関係人口が新たなスキルを発揮

住民向け総合相談・多世代
交流推進・関係人口案内を
隣接施設で実施
→多世代・地域内外で交流
を実現

サテライトオフィスへの企
業誘致
→新たな人の流れ・雇用を
創出

お試し居住住宅内に交
流スペースを設置
→地域内外の交流を実
現

就業の場と温泉を併設
→健康を維持しつつ活
躍・交流できる環境を
整備

趣味等のイベントと起業支援を同じ場所で実施
→多世代・地域内外の交流・活躍を促進

徒歩圏内にコミュニティ拠点を整備
→外出機会を増やし、健康づくりを促進

まちなかで健康づくりのイベ
ント等を実施
→健康増進とともに交流機会
を拡大

お試し居住利用者に対して、
地域での仕事紹介
→移住・地域での活躍を促進

「生涯活躍のまち」のコンセプト ⇒ 「誰もが居場所と役割を持って活躍できるコミュニティづくり」

＜各地域のコンセプト例＞

多文化・多世代共生のまちづくり（北海道東川町）、地域が家族になるまちづくり（福島県伊達市）、全世代活躍 みんなが主役のまちづくり（群馬県前橋市）

あらゆる人々を地域・多世代交流・協働で支えるまち（千葉県匝瑳市）、あなたのいきかたをデザインできるまち（鳥取県南部町）

施策（事業）に連携して取り組むことにより、相乗効果を発揮
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目 次 ※令和６年７月時点

「生涯活躍のまち」の５つの観点ごとに、活用が見込まれる施策・事例を紹介します。

観点 内 容 施策/事例 （関連する観点） ページ

交
流
・
居
場
所

地域と学校の連携・協働体制構築事業 施策 （活躍・しごと） 7

地域学校協働活動の事例 事例 （活躍・しごと） 8

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援 施策 （活躍・しごと、健康） 9

活
躍
・
し
ご
と

介護予防・日常生活支援総合事業の推進～生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加～ 施策 （交流・居場所、健康） 11

➣奈良県生駒市 ―住民主体の通いの場の充実― 事例 （交流・居場所、健康） 12

➣互助を見つける｜参考事例 事例 （交流・居場所、健康） 13

生活支援体制整備事業について 施策 （健康） 14

介護支援ボランティア 施策 （健康） 15

➣｢ちょいワルじいさん｣プロジェクト 事例 （交流・居場所、健康） 16

➣多機関協働事業の事例（多機関の中核を担う役割） 事例 （交流・居場所、健康） 17

➣コーディネート機能を活用した地域づくりの事例 事例 （交流・居場所） 18

➣まちづくりセンター」を拠点とした身近な地区における包括的支援体制 事例 （交流・居場所、健康） 19

➣『福祉なんでも相談窓口』の設置による共生の地域づくり 事例 （交流・居場所、健康） 20

シルバー人材センター事業（概要） 施策 ― 21

シルバー人材センターの「臨・短・軽」要件の緩和 施策 ― 22

高年齢雇用継続給付の概要 施策 ― 23

生涯現役地域づくり環境整備事業の概要 施策 ― 24

大学等における履修証明（certificate ）制度の概要 施策 ― 25

生涯学習を目的とする履修証明プログラムの例 事例 ― 26



目 次 ※令和６年７月時点

観点 内 容 施策/事例 （関連する観点） ページ

住
ま
い

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要 施策 （交流・居場所、健康） 28

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置 施策 （交流・居場所、健康） 29

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の概要 施策 （交流・居場所、健康） 30

サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の概要 施策 （交流・居場所、健康） 31

（独）住宅金融支援機構によるサービス付き高齢者向け住宅に関する融資等 施策 （交流・居場所、健康） 32

既存住宅流通の活性化に向けた取組既存住宅の建物評価手法の改善 施策 ― 33

既存住宅流通の活性化に向けた取組的確なリフォームの推進 施策 ― 34

建物状況調査（インスペクション）の活用促進 施策 ― 35

既存住宅流通・リフォームに係る保険制度 施策 ― 36

「安心Ｒ住宅」（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度） 施策 ― 37

「全国版空き家・空き地バンク」について 施策 ― 38

空き家対策総合支援事業 施策 ― 39

➣空き家対策総合支援事業【活用】の事例 高知県越知町 事例 （交流・居場所、人の流れ） 40

空き家再生等推進事業 事例 （交流・居場所、人の流れ） 41

➣空き家再生等推進事業【活用】の事例 東京都荒川区 事例 （交流・居場所、人の流れ） 42

住宅セーフティネット制度の枠組み 施策 ― 43

居住支援協議会の概要 施策 （交流・居場所） 44

高齢者等の住み替え支援事業 施策 （人の流れ） 45

高齢者等の住み替え支援の取組み事例 事例 （人の流れ） 46

高齢者等の所有する住宅の活用事業（子育て世帯等へ転賃） 事例 （人の流れ） 47

住宅金融支援機構による既存住宅取得・住み替えの支援 施策 （人の流れ） 48

スマートウェルネス住宅等推進事業 施策 （交流・居場所、健康） 49

街なみ環境整備事業の概要 施策 （交流・居場所） 50

住宅市街地総合整備事業（拠点開発型・街なか居住再生型）の概要 施策 （交流・居場所） 51

地域におけるＰＲＥの活用推進 施策 ― 52

ＵＲ賃貸住宅団地の地域医療福祉拠点化 施策 （交流・居場所、健康） 53

ＵＲひばりが丘団地における地域医療福祉拠点の形成の推進 事例 （交流・居場所、健康） 54

ＵＲ多摩平の森団地における住棟ルネッサンス事業 事例 ― 55



目 次 ※令和６年７月時点

観点 内 容 施策/事例 （関連する観点） ページ

健
康

地域包括ケアシステムの構築について 施策 （交流・居場所、活躍・しごと、住まい） 57

地域包括ケアシステムの構築 施策 （交流・居場所、活躍・しごと、住まい） 58

地域支援事業の概要 施策 （交流・居場所、活躍・しごと） 59

地域包括支援センターについて 施策 （交流・居場所、活躍・しごと） 60

在宅医療・介護連携の推進 施策 （交流・居場所、活躍・しごと） 61

在宅医療・介護連携推進事業 施策 （交流・居場所、活躍・しごと） 62

地域ケア会議の推進 施策 （交流・居場所） 63

➣地域ケア会議｜豊明市の例 事例 （交流・居場所） 64

地域医療介護総合確保基金 施策 （活躍・しごと） 65

地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備 施策 （活躍・しごと） 66

地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業分） 施策 （活躍・しごと） 67

介護サービス情報公表制度の運用～概要～ 施策 （活躍・しごと） 68

介護テクノロジー導入支援事業 施策 （活躍・しごと） 69

人
の
流
れ

移住・交流情報ガーデン 施策 ― 71

地域おこし協力隊について 施策 （活躍・しごと） 72

地域活性化起業人（企業人材派遣制度） 施策 （活躍・しごと） 73

関係人口について 施策 ― 74

そ
の
他

デジタル田園都市国家構想交付金の概要 施策 ― 76

デジタル田園都市国家構想交付金の推移 施策 ― 77

地方創生推進タイプ／地方創生拠点整備タイプの概要 施策 ― 78

地方創生推進タイプ／地方創生拠点整備タイプ 採択事例（生涯活躍のまち関連） 事例 ― 79

担当窓口一覧 ― ― 80



交流・居場所

6



ṕ Ḳ Ṗ 7ῖ ʾạ ˢᶨ ʾΰέρˣ

ṕẑṖ

Ệ
ệḰ
ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ
ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

Ṍ Ṍ

͒ ▄ᶛ 71ᴑד

ˢ ▄ᶛ 71ᴑדˣ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ṕR5 :18,135 52.3ṾṖ

事 業
実 施 期 間

： 27 Ṍ

交 付 先 ： ṕ Ṗ

要 件 ：

補 助 率 ： 1/3 1/3 1/3

支 援 内 容 ：

2023 ṕ ệ 6 16 Ṗ

ṕ Ṗ

NPO

PTA

( Ṗ

ⱧỘᵠ ʾ χθϛχ︡ם ˢR5˙ˣ

R3:1,345 R4:1,356 R5 :1,388

R3:27,891 R4:28,075 R5 :30,000

ṕ Ṗ

ẑ

ṕ
Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

Ṅ

 
Ṇ 
Ṇ 

 

Ṇ 

 

Ṇ CS
Ṇ 



Ẏ˲ȉἧǰȉȉВǲ ǯǍ
Ƽ⃰ȯ В Σ ƽǲȏȒ᷂Ḣἶ Ӳϐ Ҳ ( ẞ′ ⁸ ⃰ȯ ᾛἶ )

᷂Ḣἶ Ӳϐ Ҳ ˗͈

ƦƼ⃰ȯ В Σ ƽǶƲ᷂Ḫ̇ Ʋͪ Ʋ ₉ș Ǡἶ
Ǔ ɚɧɱɄȡȠǯǞǭ ǞƲἧǰȉǦǨǵἶ Ҳȋἶ
ǵ ṑșȳɛɶɆǠȒɋɁɆɭɶȭƳ

Ʀ 2009 ₴ǲ᷂Ḫ̇ ȋͪ ǵȳɶȭɩ Ǳ Ҳ ɔɁȭɜɜƲȭ
ɧɔ ҲǵȳɛɶɆ șʝǫǲ ӓǞǦǵǓỒȅȑƳ

Ʀ ἶ ȳɛɶɆ Ʋ ȳɛɶɆ ƲὄЋ ὃȑ Ʋ ḧ ӓ
ṑ Ǯ Ƴ̝ᴣ 310 ˲ 2020 ₴↓

Ҳ

Ʀ ἶ ɵ᷂ḢȱɶɅȡɋɶȽɶǓƲἶ ǵȨɶȾɶȵɶɆǲ♫Ǫǭ
ҧ ǲɚɧɱɄȡȠșҊȑ ȑƳ

Ʀ ἶ ȳɛɶɆǮǶƲ ȐǖȐǖ ș ǞƲɚɧɱ
ɄȡȠǿǵ șЛ ǲὕ ǞƲ ᴣǵ ȉ Ƴ

Ʀ ἶ КǲΣ ǵ˗ҵᾯș ǘƲȱɶɅȡɋɶȽɶǯ ȋ
ᴣǯǵ Ḹ˧ șὭǲ ǏȒȏǍǲǞǭǋȒƳ

Ʀ ἶ ǯ ɵӲϐǞǭ₴ ș Ǟǭ Ҳșὕ ǞƲ2016 ₴↓ǵ├Ȁ֓қ˲ Ƕ , ˲ș ǏȒǱǰƲ᷂Ḫ̇ ȋͪ Ǔ
ǲἶ ǲǒǒȖȑƲἧǰȉǦǨǵὄЋȋἶǺș ὃǪǭǋȒƳ

Ʀ ἧǰȉǓӰ ǞǦ♥ȉȂǯȚǰǵ˲Ǔ̝ᴣș ǞǭǑȑƲẎἶ ǲǱǪǭǒȐɚɧɱɄȡȠɟɱɎɶǯǞǭ ǪǭǖȒӰ ȉǑȑƲ
₦ⅎǋ᷂Ḫ̇ ǲȏȒ Ҳǿǵ֓ ǵ ǓⅎǓǪǭǋȒƳ

Ҳ ›ẑ

Ҳ

⃰ȯ В Σ

ἶ ȳɛɶɆ ȳɛɶɆ ὄЋ ὃȑ ḧ ӓ ṑ

ἶ ǒȐǵ
ȳɛɶɆ͒

᷂Ḫ̇ Ʋͪ Ʋ
ἶ ǱǰǓ

ĦКὦǲꜘǟǭɚɧɱɄȡȠș͒

Ẇἶ Ʋὤ↨
ὕ Ʋ ἶ Ʋ Ʋ
̝ ἶƲȭɧɔ

Ҳ ǵ șὕ Ƴ

Ȇ ǒǢƲ
ṑ ρǱǰ̝ᴣֺ
ǵ₁ ǲꜘǟǭ Ҳ
șὕ Ƴ

ʴ̜Ȇǵ ὃ
ȑƲ ֓ ǵ
֞̂Ʋ Ẇἶ ̂
ǔ ǋǱǰ₦ⅎǖ
ҲƳ

↨ǵ ρ(
̸ȑƲ џȑƲ
Ṥǵ ρȋɏɱ
ȶɶɕɧɱȽɶ̸
ȑǱǰșὕ Ƴ

ῖ ʾạ ˢᶨ ʾΰέρˣ 8



地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援

※Ⅰ～Ⅲの３つの支援を一体的に取り組むことで、相互作用が生じ支援の効果が高まる。
（ア）狭間のニーズにも対応し、相談者が適切な支援につながりやすくなることで、相談支援が効果的に機能する
（イ）地域づくりが進み、地域で人と人とのつながりができることで、課題を抱える住民に対する気づきが生まれ、相談支援へ早期につながる
（ウ）災害時の円滑な対応にもつながる

社会福祉法に基づく新たな事業（「重層的支援体制整備事業」）の創設

ṕẑṖ ṕ8050
Ṗ ṕ

Ṗ

○ 各支援機関・拠点が、属性を超えた支援
を円滑に行うことを可能とするため、国の
財政支援に関し、高齢、障害、子ども、生
活困窮の各制度の関連事業について、一体
的な執行を行う。

現行の仕組み

高齢分野の
相談・地域づくり

障害分野の
相談・地域づくり

子ども分野の
相談・地域づくり

生活困窮分野の
相談・地域づくり

重層的支援体制

属性・世代を
問わない
相談・地域づ
くりの実施体

制

相談支援・地域づくり事業の一体的実施
新たな事業の全体像

ṕ Ṗ H28 :26  H29 :85   H30 :151  R :208

⇒新たな参加の場が生ま
れ、地域の活動が活性化

住民同士の顔の見える関係性の育成支援

Ⅲ 地域づくりに向けた支援

Ṍ

包括的な
相談支援の体制

Ⅰ 相談支援

・属性や世代を問わない相談の受け止め
・多機関の協働をコーディネート
・アウトリーチも実施

就労支援

Ⅱ 参加支援

・既存の取組で対応できる場合は、既存の取組を活用
・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応

（既存の地域資源の活用方法の拡充）

生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にな
いひきこもり状態の者を受け入れる 等

見守り等居住支援（狭間のニーズへ
の対応の具体例）
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活躍・しごと
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介護予防・日常生活支援総合事業の推進
～生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加～

11

地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の

  ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別
○住民主体、NPO、民間企業等多様な

 主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。
ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが
必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。

○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、
制度的な位置づけの強化を図る。

バックアップ
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生活支援体制整備事業について
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介護支援ボランティア

介護予防等を目的として、65歳以上の高齢者が地域のサロン、会食会、外出の補助、介護施設等でボランティア等

をした場合にポイントを付与。たまったポイントに応じて、商品交換、換金等を行うことにより、ボランティアの

推進、介護予防の推進を図る。（介護保険の地域支援事業等で、令和４年度687市町村まで拡大）。
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福井県坂井市 課題

¸

¸

・モデル事業を通じ、相談支援包括化推進員の役割を整理するため、学識経験者・相談機関・行政（高齢・障害・子
ども・生活困窮）で検討会を開催。「相談支援包括化推進員の役割は、単独の分野だけでは対応が困難な難しい場合
に、庁内や既存の相談機関との調整を担う者」として、直接相談対応は行わず、関係機関からの相談を受け付け「多
機関による相談支援包括化個別会議（さかまる会議）」のコーディネーターと位置づける

取組内容

  91,638
 31,777

 27.7
 209.67km2

19
5 Google
31 4 1

障害

さかまる会議

児童 生活困窮高齢者

相談支援包括化推進員

【役割】関係機関同士の情報共有とチームによる支援方針及び役割分担の決定の場（対象者は限定しない）
【回数】２回/月
【構成】各相談支援機関、各相談支援機関の所管課、関係課（教育、市営住宅、水道など）、社協

A

A

A

効果
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⁹

Å

Å

Å

Å ESD

Å
ṕ Ṗ 2030

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

岡山市公民館

Å

SDG

行政が一本化し
ており、本気度
を感じた。住民
もできることを
していきたい。

。

取組の概要

取組における工夫・ポイント

実施体制

取組の成果
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60

 

10 1 20

団体数1,309 団体、会員数67.6万人（男性44.0万人・女性23.6万人）、平均年齢74.8歳、月平均収入3.9万円



ЄиН˔ ∙ЈрЌ˔χˮ ʾ ʾὖ˯ ὯχḜ ˢ‰ ḩἰˣ

シルバー人材センターの取り扱う業務は、「臨時的・短期的」（概ね月10日程度まで）又は「軽易な業務」

（概ね週20時間まで）に限定されている。

現行の内容

地域の実情に応じ、高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から、
現行、臨時的かつ短期的又は軽易な業務に限定されているシルバー人材センター等の取り扱う
業務の要件を緩和する。

改正の趣旨

○ シルバー人材センターの業務のうち、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能とする。

○ 要件緩和により、民業圧迫等が起きることのないよう、以下の仕組みを設ける。

・ 要件緩和は、都道府県知事が、高年齢退職者の就業機会の確保に寄与することが見込まれ、厚生労働省が
定める基準（※１）に適合すると認められる場合に、対象となる市町村ごとに業種・職種を指定すること
により可能とすること。

・ 要件緩和を実施する業種等を指定するに当たっては、あらかじめ地域の関係者（※２）の意見を聴取する
とともに、厚生労働大臣に協議すること。

・ 要件緩和に係る指定が厚生労働省が定める基準に適合しなくなったときは、指定を取り消すこと。

改正の内容【平成28年４月１日施行】

β

β
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① 高年齢雇用継続基本給付金
被保険者であった期間が５年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われ
る賃金が原則として60歳時点の賃金額の75％未満となった状態で雇用を継続する高年齢者

② 高年齢再就職給付金
基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金額が基本手当の基準
となった賃金日額を30倍した額の75％未満となった者で以下の要件を満たす者

a ⌐≈™≡─ ≢№∫√ ⅜5 №╢↓≤
b ⇔√ ─ ⌐⅔↑╢ ─ ⅜100 №╢↓≤
c ⇔√ ⌐ ↄ↓≤⌐╟╡ ≤⌂∫√↓≤

（注）同一の再就職について、再就職手当と高年齢再就職給付金は併給されない。

₴ ̂
給付金の種類と額

60歳以後の各月の賃金の15％（令和７年度以降は10％）
β ≤ ─ ⅜60 ─ 70.15 │70.4%

╩ ⅎ75 ─ │ ⇔√ ₒ ₓ
β ≤ ─ ⅜ 37 452 ╩ ⅎ╢ ⁸
ⅎ╢ ╩

給付額

65歳に達するまでの期間
β │⁸ ─ 200 │ ⁸100

 │

支給期間

( ) Ṿ 60

(w)

ṧ

70.15 ％

75％

75％61％

ṕ0.15w Ṗ

(w)
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24

民間等からの資金調達等の取組

委託

厚 生 労 働 省

都 道 府 県 労 働 局

設置
企 画 書 等 選 抜

・ 評 価 委 員 会
②評価

①事業
構想

   提案
③委託

支援メニューの実施

○高年齢者向け再就職セミナー
○勤務時間等によるミスマッチ企業に
おける高年齢者採用支援

○高年齢者向けの仕事の切り出し支援
○総合相談窓口の設置 等

全国の
地方公共団体へ

モデル展開

○取組賛同企業等からの寄付
○委託事業とは別の収益事業の実施
○企業等からの出向

（事業終了後）

協議会の自走
事業実施（３年度以内）

地域のニーズを踏まえた高年齢者の多様な
雇用・就業機会を創出すると共に、地域に
おける高年齢者等の雇用・就業支援の取組
を持続可能にするモデルを構築し、他地域
への展開・普及を図ることを支援する。

１ 事業の目的 ２ 事業の概要

３ 事業のスキーム・実施主体等

協 議 会

地域で形成されている既存の
プラットフォーム機能等を基盤として設置

地域の経済団体

社会福祉協議会

シルバー人材センター

その他

地方公共団体（市町村等）

金融機関

【協議会に対する伴走支援】
○相談・助言 ○事例収集・展開
〇質的評価に基づく報告・分析
○有識者委員会の開催 等

民 間 企 業 等

生涯現役地域づくり普及促進事業

Ẇ

○併せて、協議会へ伴走型支援を行うとともに、取組や成果を他地域に波及させるた
め、「生涯現役地域づくり普及促進事業」を実施

○提案された事業構想の中から、特に事業効果が高いと評価されるものをコンテスト
方式で選抜

○地域の課題・実情を解決するための事業構想を協議会自らが策定

【実施期間】３年度以内

【支援対象】55歳以上の高年齢者、地域内企業 等

【実施規模】各年度1,750万円（２年度目以降は実績加算金を含む）
【実施主体】高年齢者雇用安定法第35条第１項に規定する協議会

伴走
支援

【実施箇所数】10協議会（R6.4現在）
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 ̮ὁ ͪ Њᾱ

 ̮ὁ ʹ Њᾱ

 ̮ὁ ͪ Њᾱ ̮ὁ Ѱ↓

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を拒まない住宅
（登録住宅(セーフティネット住宅)）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（国の直接補助あり）

・改修費融資
（住宅金融支援機構）

・家賃低廉化補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

 Ѱ↓  Њᾱ

・家賃債務
保証料補助 等
・家賃債務
保証保険
（住宅金融支援機構）

・住替え補助
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※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条第1項に基づく協議会

ṕểṖ 1Ệ2 ṕ Ỉ ễ 31 Ṗ

Ẇ ṕ Ṗ
Ẇ ṕ100 Ṗ

ṕ Ṗ
ṕ

Ṗ Ṗ

ṕỄṖ

ṕ Ṗ

ṕễṖ

Ỉ
ṕ10.Ị Ṗ

ü

ẑ

ü

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅

 管理業者、家主等）

居住支援法人
社会福祉協議会
福祉関係団体

居住支援協議会

生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
地域ケア会議（高齢者）
自立支援協議会（障害者）
社会福祉法に基づく支援会議
地域住宅協議会（公的賃貸住宅）
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КǮǵ ǔὤǵṔқȋ ⅎǋ Ǩὤǲᾱ̮ǠȒ ʫₑǯȍǯȑǉȒ̮ὁș ȈǭǋȒἧ ǭʫₑǵ
̮ὁɉɶȸǵɝȷɜɁȿș֞ǘƲ ǯ К35⁸ ֗Ǻ ʝ ̮ɵ̮ȆǒǏ JTI Ǯ ǠȒӲ
̝ș ƳJTIǵƼɜȢəɶɞΕʣǙѰ↓ƽș ǞƲ ǔὤǵ ҧ ȋ̮ȆǒǏ ǲ֝ȑ ȇƳ

̮ὁ͑ Џ ǵƼǗȚȅ̮ȅǋǵ ȹɱȽɶƽǓ ֞̂ȋ Ḹ ͑Ǳǰǵ ֻ ֥ǲǱȒǯǯȉǲƲ
ȋ⁸ Ǯȉ ֞̂șὕ ƳƼɜȢəɶɞΕʣǙѰ↓ƽǵѫ ὕ Ƕ16̏ H30.3 ᷀
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資料出所：国土交通省住宅局・一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会「地方公共団体等の取組み事例 ・空き家の有効活用の取組み」
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Å᷂ ЏВᶧ̱ ᷂ ̮ ὕ ḹֻ᷂ ЏВᶧ̱ ѫ╠ʤ ὕ

᷂Ḣ Ḍ

Å Ἥ̮ὁ ֝ ʣ Ṹ֝П ˗ ᾍ ὁ̮ ͪ ὑ ֝П ͪ

 ̮

Å ̮ὁ┴ Њ Ḍ̮ὁ ͑ ̮ὁ ͪ  

̮ὁ Ἥ̮ὁ֝♬ ̮

̮ ϼ

ѫֿכ Ϸ ὖ ˥ ˲ ʝ ͪ ̏ ̮ὁ ᶽ᷂ Ṹԁ ̮ὁ

Ἥ̮ὁ֝♬ ̮ ͝

ἧ ʫₑ Ἥ̮ὁ Њ

ᶭὑ ѫ ̮ὁ Ἥ̮ὁ ֝♬
ʝὑ Ḩ ḹֻ S ᷂Ḣ Ḍ

Ἥ̮ὁ Њ ̿ ὕ
֝П ˗ Ἥ̮ὁ ֝♬֗ ḹֻ ̮ὁ
ͪ ὑ ֝П ͪ ̂ͪ

48



ІЫ˔ЕϳϴиКІ ⱧỘ

49ϘΜˢῖ ʾạ ʺὲῴˣ

167.40

○高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保と健康の維持・増進に資する先導的な事業として選定される取組に対して支援を実施
補助率：新築1/10 、改修2/3 、技術の検証等に係る費用2/3

˲ 100₴ ̈ ̮ ṑ ρ ˗

○子育て世帯等のための支援施設や住まいの整備を伴う市街地再開発事業等に対して
、集中的・重点的に支援を実施
補助率：国1/3（ただし地方公共団体の補助する額の1/2以内）
補助対象：調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費

᷂Ḣ ḌП ˗

○既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用住宅等とする場合や、これに子育て支援施設を併設する場合等の改修費に対して支援を実施
補助率：1/3 補助限度額：50万円／戸・1,000 万円／施設 等
対象工事：バリアフリー改修工事、耐震改修工事、シェアハウス化工事、間取り変更工事、省エネ改修工事、安否確認の設備の設置改修工事、防音・遮音工事 等

̮ὁ ʹ˗ ̮ὁ ͪ ᾐ ̮ὁ ʹ˗ ※社会資本整備総合交付金等による支援も実施

○子どもの安全・安心や、子育て期の親同士の交流機会創出に資する共同住宅
整備（賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修）τ ΰο◦כϬם☼
補助率：①「子どもの安全確保に資する設備の設置」：新築1/10 、改修1/3 （上限100万円/戸）

②上記①と併せて、「居住者等による交流を促す施設の設置」：新築1/10 、改修1/3 （上限500万円/棟）
  ※賃貸住宅の新築に対する補助の際は、上記②を必須とする。

ἧ ḌВֿ̮ὁ ˗

○サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費に対して支援を実施

̂ ׄ ̮ὁ ρ˗
補助率：新築 1/10 （補助限度額：70・120・135万円／戸）

改修 1/3 （補助限度額：195万円／戸 ） 等

○居住支援法人や家賃債務保証業者等が連携して行う、居住サポート住宅等を供給す
る大家等の不安の軽減に資する先導的な取組に対して支援を実施
補助率：定額 補助限度額：1事業あたり300万円／年

ὄⱲ ̮ ͑ ṑ ρ ˗

既存ストックを
改修するサ高住
や セーフティ
ネット住宅

夫婦向けのサ高住

高齢者生活
支援施設

多様な世帯の
互助や交流の
促進（ごちゃ
まぜ）のまち
づくり

ICTを活用した見
守り等の先導的取

組

一般のサ高住

地域のサービス
拠点施設を併設
するサ高住

子育て世帯等のための
支援施設や住まいの整
備を伴う市街地再開発
事業等を集中的・重点
的に支援

子育て支援施
設

子どもの安全・安
心や、子育て期の
親同士の交流機会
創出に資する共同

住宅

β
β



̓ ḕẽχ ᵠ Ϭ ρβϥỸӽτΣΜοʺ ῝Ặ ẉόᵹξΨϤẸ ϬὫϭι
ΥẸ ΰοʺ ʺ Ỹ☼ χ ᵠ Ϭ“ΞάρτϢϤʺϠρϤρΞϥΣΜχΚϥ
ỸϬἹ βϥ

˲ᵹσϙḕẽ Ỹӽ˳
͍haӟ Τνʺ ˙ χΜγϦΤχ Ὧτᵺ βϥỸӽ

* 70%ӟ Τνʺ 30ᾭ/haӟ
Ỹӽ χ Ԍ6mӟ χ χט ΥỸӽ χ ט χ1/4 πΚϤʺ
Τνʺ῝הʺῲ ẉό χ χ›ὓΥỸӽχ χ3% πΚϥỸӽ
ὂḢ τϢϥὂḢὓᵊỸӽ ψὂḢ Ỹχԁ ψ ϬḯϚỸӽʺ ◊
Ӳⱱΰ ὓᵊχ Ỹӽχԁ ψ ϬḯϚỸӽẉό τϢϤὂḢἹ Ϭ
ϥϓΦάρρήϦοΜϥỸӽ

* ρψʺ Ԍ4mӟ χ τ ΰοΜσΜ ϬΜΞ

˲ᵹσϙḕẽ ⱧỘ Ỹ˳
ᵹσϙḕẽ ỸӽτΣΜοʺ Ỹ 0.2haӟ ΤνʺỸӽ
יּ τϢϥˮᵹξΨϤẸ ˯Υ ὫήϦοΜϥ Ỹ

Ỹ χ῝Ặ☼ χ

ɵЏᶸ ǵ ρ

ṑ ǵ ρ

̝ Ʋ᷂Ӣǵ ◐ ǵǦȈ
ǠȒ ᵣѫ

ЏВ ǵʹ

ǵ ӓƲ ρ

᷂ʴӓ

˧̂ /2

ᵹσϙὂḢ χ

̮ὁ ǵʹ

Ẇ ǵʹ ǵ ρ

┴ Ʋ ֲ ◐
┴ ǵ

ʹ Ʋ Ʋ ֝

˧̂ 1/2,1/3

Ẹṳᵓχᶨ χ

Ἃᴪ χ Ẁ

Ӳ ̝ǵ ҲǵҞ

ү▌̝ ἶ̝ ֛ ˧̂ 1/2

ὤ̮ὁ ǵ ԁ

˧̂ 1/2

ṑ ρ˗
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̮ὁ⁸ ᷂ ֻ ρ˗ Ḍɵ Ǳǒᾱ̮П Ḍ ǵ

̓Ṍ ◕ᵹ τΣΜοʺᵙ σạ ḕẽχ ʺ ◕Ṑ χ  ʺᵹσΤạ χ Ϭ ϥ
θϛʺ ◕ᵹ χ™ ʾ Ϭ › τ“Ξ

ⱧỘτḩ βϥ῝Ặ☼ χ

ɵ ⁸Џᶸɵ ′ ǵ ρ

ЏВ ρ

˧̂ ₡˗ ǲ ǡȒ

σל χằẚ

᷂ӢǲǑǘȒ
Ǳ̮ὁǵ͑

⁸ ᷂̮ὁ ρ˗

Ʋᶽ᷂ ρƲ В
ֿ ρ

˧̂ 1/3

Ỹ χ῝Ặ☼ χ

ɵЏᶸ ǵ ρ

ȱɝɣɉɄȡ ǵ ρ

̝ Ʋἧ ǭ

ǔὤ ǵ

ɵ ǔὤ֕Ƕ ǔ┴ ǵ֝♬ ᷂
Ƕ ǖƳ Ʋ ƲṔ Ʋ

˧̂ /

Ϊ╡ χ

♫Ѽᾱ̮ ǵ֞ǘ ̮ὁǵ ρ

⁸П ̮ὁ ρ˗

Ʋ♫Ѽᾱ̮ ̮ὁ ρ ˧̂ 1/ Ʋ1/2

ᵹσΤạ ™ ἷχ Ỹ Ὧ
˲ Ỹχ Ὧ˳
ʾ ỸϬԁνӟ ḯϚ Ỹ
ʾ Ỹχ Υᵵφ͑haӟ
ˢ ằẚ ӽψᵵφ͎haӟ ˣ

˲ Ỹχ Ὧ˳
ʾ Ỹχ Υᵵφ͍haӟ 30haӟᴞ
ˢ ằẚ ӽψᵵφ͌ʽ͑haӟ 30haӟ
ᴞˣ
ʾԁ χ ὯϬ θβ ◕ᵹ
ʾ Ỹπᵵφ50ᾭӟ Τν10ᾭ/haӟ
χ Ϭ“Ξ

Ấ ᵫ ἷχ Ỹ Ὧ
˲ Ỹχ Ὧ˳
ʾ ỸϬԁνӟ ḯϚ Ỹ
ʾ Ỹχ Υᵵφ͑haӟ ˢ ằẚ ӽψᵵφ͎haӟ ˣ
ʾᾖ ρΰο ᾭ Υ͏͌ᾭ/haӟ χ Ỹ

˲ Ỹχ Ὧ˳
ʾ Ỹχ Υᵵφ͍haӟ
ˢ ằẚ ӽψᵵφ͌ʽ͑haӟ ˣ

ʾ╣ ◕ίχṌ ◕ᵹ ʺ ằẚ ӽʺᾉ ∕ ʺԁ χ
ὯϬ θβ ◕ᵹ

ʾᾖ ρΰοᵵφ1haӟ Τν Ỹ χ20̋ӟ χẤ
ᵫ Ϭ“ΞỸӽϬḯϚ
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̮ὁᶧ᷂ ᷂Ḣӣ ӓ

̮ὁᶧ᷂ П ̿ ӣ ᶧ᷂ק ᷂Ḣ ד ᷂Ḣӣ ◐ ᶫ

˹♥  ̉ᴇ12₴↓ 250ᶧ᷂ ↓ ◐ ̮ Ḩ ̉ᴇ ₴ 19 ὑ ̬

֝  303ᶧ᷂ ӓ ׄ R6.3.31 233ᶧ᷂ ◐ ̉ᴇ6₴3 31 ᷀

地域医療福祉拠点の形成に取組んでいる303団地 （令和6年3月31日現在）
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ᶷ

ˬ

₁ ʭ ӧ ₁ ʭ ʫ Ӣ/ ẎῬᶤʞ ẎῬАʞ ẎῬʟʞ Ӕ ˜ʞ ː ˘ʞ ː ᶤʞ

Ӣ / Ῥ₳ Ͻ ʭ Ӕ Ӣ Ӣ Ӣ/ ְ Ͻ ʭ

Џᶸӳ Ͻ ʭ Ẏ ӳ Ͻ ʭ Ў Ͻ ʭ ᶤἳ ╜ Ͻ ʭ Ӧ

Ͻ ʭ Ẏ ʴẔ Ӣ / Ῥ˜ʞ ְ ἧ˜ʞ ḪЏᶸ ӔӢ / Ẏ ʝʞ

Ӣ/ Ѽ ˘ ʝ ʝ ˘ ʢ ᶤ ˜ ː

Ӣ / ʝʞ Ṙ Ӣ / ӳ ᾛῬ ˘ʞ Ḫʝʞ ′Ӣ/ ӳА ˘ʞ ӳА

ʝʞ ӳА Ẏ Ӣ/ ẉ ῇ ֝ ʭ ẉ ⁸/ ʭ ᾌ Ў ἧ⁸ / ẉ ₳ ₮ְ

⁸ / ẉ ⁸ ⁸/ ʭ ˬ⁸ ʿ ⁸/ ˬ⁸ / ʿ ῇ ῇ ʿ

⁸ / ′ ⁸ / Ḵ ⁸ / ′ ′⃰ ְ ′⁸/ ̮ʝ

ῇ⁸ / ʭ ʭ ˘ ⁸/ ⁸ / ↑ʴ (↑ʴ⁸)/ ′ Ῥᾶ (ʢ ⁸)/ ʴ

ʴ Ῥ⁸

ӧ

ӧ ⃰ ′ ӧ ְ ʝ ˘ ְ ʭ ʝ ˘ ӧ ⁸/ ְ ῇ ˘

ⱷ ְ ⁸ / ᶤἳְ ᶤἳְ ˘ ⁸/ ʣ Ўӧ̈ ְ Ўӧ̈ ְ Ўӧ

̈⁸ / Ṋ Ṋ ˘ ⁸′⁸/ ṷ ╜ ֓ ⱷ

ⱷ ⁸ / ₡ ₳ ₡ ₳ Ѽ ₡ ₳ʴẔ ₡ ₳ʝʞ ₡ ₳ ₡ ₳ ̮ὁ ᾛ ԍ ⁸/ ὄ

( ᶸ ὄ ) ὄ⁸

Ḝ ֝ ⁸

ẞ′

ẞ Ӕ Џ ‼ ῇ ‼ ῇ ʢ ʱ ʝʞ ʝ ʭ ӳְ ӳְ ӳ ӳ

˘ ӳ Ẏᾌ Ῥ ϽְӔ ϽְʴẔ Ͻְ ְ ְ- ְ ⁸ / ְ ԍ⁸ / ῴ

₳ ְ ְ ˘ ῴ⁸/ ₳ṇ ₳ṇ⁸ ʣᴇ Ẏᴇ⁸/ ʭ ′ῴ⁸/ ḫ ᵎ ᵎ ˘ ᵎ ʢ ᵎ ᶤ

ӳ Ὣ ⁸

ḩ

˘ ⁸/ ʢ ⁸/ Ẏᴇ ᴇϽ Ẏᴇ Ẏᴇ ˘ Ẏᴇ ᴇϽ⁸ / ԍ қ⁸ / ԍ⁸

ᾭῇְ ʣᾭ ʝ ʣᾭ ˘ ʣᾭ⁸/ ῇְ ῇ⁸ / ּ′ ּ′⁸ / Ӕ᷇ Ӕ᷇ Ѽ Ӕ᷇ Ѽ ˘ Ѽ

᷇ ⁸ / ְ ʭ ʭ ˘ Ῥ⁸ ↔ ↔ ↔⁸/

Ѽ Џᶸ ʱ Ѽ ˘ ˘ ʢ ʢ

Ѽ ⁸/ ⃰ ⃰ ⁸ / Ὗ(ʿᵗ⁸) / Ῥ ӳ ᴇ ˘ ӳ ᴇ ʢ ӳ ᴇ ⁸/ Ӕ Ӕ ⁸ / ′֥ ᶸ ′֥

⁸

Ӕ ˜ ₨⁸

ᶷ

Ẏ ↑

ӧ Ӕ ʭ ʴ ˘ ʴ ӧ ʭ ӧ Ӕ ʴ⁸/ ˀὟ ˀὟ ӧῬ

̟ ӧ А ʟ ˜ ᶤ ӧ

ӳ Ẏ ⁸/ Ҁ ὰ ⁸ / ʭ ʭ ʭ ʴὟ ʢ

⁸ / ӳ ְ К ⁸ / ὰ ′ ⁸/ Ӕ Ḝְʝʞ Ӕ ῇְ˘ʞ Ӕ ῇְʢʞ Ӕ Ḝְ˘ʞ ʴ Џ

ᶸ ḻ⁸ / ӳʝʭ ӳ⁸ / ӧ ְ ӧ ְ י ⁸ / ίᾶ′ ίᾶ′⁸ / ῇְ ᴇ ⁸

Г↕
ῇ А ẉ ְ ẉ ְ ʝ ֻ ֻ ˘ ֻ ʢ ׀ ⁸ / ἧᶸ

ἧᶸ ↕′ Ὗ⁸

ẞ ẞ ἶᶸѼ ὰ ʴ ʢ ₳Ḝ ˘ ẞ ⁸/ ῇ Ѽ Ẏᴇ ῇ⁸ / Ẏᴇ ῎ְ ʣ

ˬ ↑
ῇ Ў₮⁸ / ʿⱣῇ ʿʫ ʿⱣῇ / Ῥ ὂ ⁸ / ῇӳ ṑ ṳ ᷉Ḝ ˘

Ӕ Џᶸ ˬ ⁸

ʴ

ˉ
″

⁸ / ἧ ᾭʣ ӧ̈ ʭ Ẏ⃰ Ẏὔ ⱷ Џ

ᶸ ᾶ⁸֦׀ / ῑΈ ῑΈ⁸ / ᾌ ʴẔְ ῇְ ῑ ְ ְ ῑ ְ) ˝⁸ / ⁸ / ӳ ӳ⁸ /

Έ ẉ⁸

῎
̮ ̮˜ʞ ̮ʢʞ ̮ ԍ ʿ ԍ ᶤ Ὑ̮ ὔְ Ḵ ῇ ῇ

῎⁸ / ⱩҘ ⱷⱩ Ӕˉ″⁸/ ʝʞ Ὄϑ⁸
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健康
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ɵ˺ ˔

̮ȅǋ

β

24

 

 

˲ȭɧɔɵ ̝ɵɚɧɱɄȡȠɵNPO

ɵЊ
ɵЊ

  

ӣ

  

˺

᷂ḢӋ

ᶧḿ ʫ̈ ̊ʣ ₴ ↓ ˺ ̮ ᷂Ḣ ѝ
˲ ♥ ӣ ˺ ˔ ̮ Ӌ ͪ ̱Ѱ ᷂ḢӋ

ὕ

˹♥ Ṕқ ᷂Ḣ ᷂ḢӋ

˲֥ ̊ʣ˲֥ Ṕל Ẏ ⁸ ̊ʣ˲֥ Ṕқ ˲֥ ᾜ
ӓ ᾽ Ẏ ᷂Ḣ⁪

᷂ḢӋ ͪ ⁸ ↑ ᷂Ḣ רʺ ר̱ʺ Ḩ ᷂Ḣ ר ꜘ
̸ ʣ ⱳ
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75 2025

β

β  ─ ─ │⁸ 38. 5 ⁸ 19. 25 ⁸ 19. 25 ⁸ 23 │77 ⁹
β  ∑≡⁸ ה ╩ ∆╢⁹

и

з

2/3 1/3 

27

27

)

( )

11
6,000

10/ 10 364

2.5 2.0

364

58



ủ ◔▪◦☻♥ⱶ─ ⌐ ↑≡⁸ ─ ה ⌐ ↑√ ⁸ ה ╡ ─ ─ ⁸ ╩
ⅎ╢ ≤ ─ ┘ ─ ┼─ ─ ╖ ╩ ⌐ ⇔⌂⅜╠⁸ ╩ ≢ ⅎ≡™ↄ ╩ ∆╢√╘⁸
⌐⅔™≡₈ ₉╩ ⁹

ủ ─  

˺ ˔ ˗
ᵂḌ
Ḍ
̀ ὃ

˺ ˔

ʝ ˺ ˔ ˗
˺ ˔ ˗
˺ ˔ ֗ᵃ ˗
᷂Ḣ˺ ˔ Ҳ ˗
ʝ ˺ ˔ ˗ ͔˗
᷂Ḣ Ҳ ˗

Ӌ ˗
᷂ḢӋ ᵣ

ĵ ˺ ˔ ҵ
Ķ ֻ ҵ
ķ ѫ ҵ ♅ ♅
ĸ Ӌ ҵ

ᶩ ˗͈ Ҟ
᷂Ḣ
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在 宅 医 療・介 護 連 携 推 進 事 業
○ 在宅医療・介護連携の推進については、平成23年度から医政局施策として実施。一定の成果を得られたこ
とを踏まえ、平成26年介護保険法改正により、市町村が実施主体である地域支援事業に「在宅医療・介護連
携推進事業」が位置付けられ、平成27年度から順次、市町村において本事業を開始。

○ 平成29年介護保険法改正において、都道府県による市町村支援の役割を明確化。平成30年4月以降、全て
の市町村において本事業を実施。

○ 令和２年介護保険法改正において、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、地域の実情
に応じ、取組内容の充実を図りつつPDCAサイクルに沿った取組を継続的に行うことによって目指す姿の実現
がなされるよう、省令や「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」等を見直し。

＜市町村における庁内連携＞ 総合事業など他の地域支援事業との連携や、災害・救急時対応の検討

(
) ( )

ct

heck

対応策の評価の実施

地域のめざすべき姿
切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

（看取りや認知症への対応を強化）

■ 地域の社会資源（医療機関、介護事業所
の機能等）や、在宅医療や介護サービスの
利用者の情報把握

■ 将来の人口動態、地域特性に応じたニー
ズの推計（在宅医療など）

■ 情報を整理しリストやマップ等必要な媒
体を選択して共有・活用

※企画立案時からの医師会等関係機関との協働が重要

現状分析・課題抽出・施策立案
lan

対応策の実施 ＜地域の実情を踏まえた柔軟な実施が可能＞

○ 医療・介護関係者の情報共有の支援

■ 在宅での看取りや入退院時等に
活用できるような情報共有ツールの
作成・活用

○ 医療・介護関係者の研修

■ 多職種の協働・連携に関する研修
の実施（地域ケア会議含む）
■ 医療・介護に関する研修の実施

○ 地域住民への普及啓発

■ 地域住民等に対する講演会やシン
ポジウムの開催
■ 周知資料やHP等の作成

○ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

■ コーディネーターの配置等による相談
窓口の設置

■ 関係者の連携を支援する相談会の開催

o
実行

都道府県(保健所等)による支援
○ 在宅医療・介護連携推進のための技術的支援 ○ 在宅医療・介護連携に関する関係市町村等の連携

○ 地域医療構想・医療計画との整合

第８期介護保険事業計画期間からの
在宅医療介護連携推進事業の在り方図

計画

評価

改善

○上記の他、医療・介護関係者への支援に必要な取組

健康（交流・居場所、活躍・しごと） 62
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᷂Ḣӣ ˺ ֻ ͪḨ ˺ ρ

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成   
① 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（土地所有者（オーナー）が施設運営法人に有償で
貸し付ける目的で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して支援を行う。

30 18

② 上記対象施設を合築・併設を行う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を行う。
③ 空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について支援を行う。
④ 介護離職ゼロ50万人受け皿整備と老朽化した広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス を整備する際に、あわせ
て行う広域型特別養護老人ホーム等の大規模修繕・耐震化について支援を行う。

⑤ 一定の条件の下で、災害レッドゾーン・災害イエローゾーンに立地する老朽化等した広域型介護施設の移転建替（災害イエローゾーンにおいては現
地建替も含む。）にかかる整備費の支援を実施。

２．介護施設の開設準備経費等への支援
① 特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、大規模修繕時を含む）に要する経費の支援を行う。

30
ICT

② 在宅での療養生活に伴う医療ニーズの増大に対応するため、訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用
等について支援を行う。
③ 土地取得が困難な地域での施設整備を支援するため、定期借地権（一定の条件の下、普通借地権）の設定のための一時金の支援を行う。
④ 施設整備候補地（民有地）の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の支援を行う。また、土地所有者と
介護施設等整備法人のマッチングの支援を行う。
⑤ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員用の宿舎の整備に対して支援を行う。

３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
① 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室における多床室のプライバシー保護のための改修費用について支援を行う。

   ② 特別養護老人ホーム等のユニット化改修費用について支援を行う。
③ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費用について支援を
行う。
④ 共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備について支援を行
う。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体
制の整備を促進するための支援を行う。

͒ ▄ˢ ͑ ▄ᶛˣʿ252ᴑדˢ 352ᴑדˣ
̞⁯ρ ᾉχ ᶤ›͎˗͏ʺ ͍˗͏

対象事業



都道府県計画を踏まえて事業を実施。（実施主体：都道府県、負担割合：国2/ 3・都道府県1/ 3、令和４年度交付実績：47都道府県）

２  事 業 の 概 要 ・ 実 施 主 体 等

○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」・「資質の向上」・

「労働環境・処遇の改善」等に資する事業を支援する。

１  事 業 の 目 的

地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業分）
※メニュー事業の全体 老健局認知症施策・地域介護推進課（内線3878）

  

 

3 5

 

 

 
     

β

令和６年度当初予算額 97億円（137 億円）※（）内は前年度当初予算額
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¸ 契約の一方の当事者である事業者が、利用者の選択に資する情報を都道府県に報告し、都道府県が公表する。

¸ 利用者が適切な事業者を評価･選択することを支援

¸ 事業者のサービスの質の向上に向けた努力が適切に評価され

選択されることを支援

期 待 す る 効 果

① 国･･･介護サービス情報公表システムを整備

全国の介護サービス事業所の情報を報告・公表し、利用者の

介護サービス選択を支援するためのシステム開発・運用等

② 都道府県、政令指定都市･･･制度の実施主体

毎年、事業所からの報告を受け、審査の上、公表するととも

に、必要と認める場合に調査する。

具 体 的 取 組
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実施主体

国 都道府県
基金(国2/3) 介護施

設等

一部助成

介護テクノロジー導入支援事業
（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分））〔“介護ロボット導入支援事業・ICT導入支援事業”の発展的見直し〕

Å 介護人材の確保が喫緊の課題とされる中で、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用し、業務の改善や効率化等を進める事により、職員の業務負担軽減を図

るとともに、生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、介護サービスの質の向上にも繋げていく介護現場の生産性向上を一層推進していく必要がある。

Å 「介護ロボット導入支援事業」「ICT導入支援事業」の統合・支援メニューの再構築を行い、介護職員の業務負担軽減や職場環境の改善に取り組む介護事業者が

テクノロジーを導入する際の経費を補助し、生産性向上による働きやすい職場環境の実現を推進する。

１  事 業 の 目 的

２  補 助 対 象

4  実 施 主 体 、 実 績

３  補 助 要 件 等

【介護ロボット】
¸ 移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援など、厚生労働省・経済産業省
で定める「ロボット技術の介護利用における重点分野」に該当する介護ロボット

【ICT】
¸ 介護ソフト（機能実装のためのアップデートも含む）、タブレット端末、スマート
フォン、インカム、クラウドサービス、
他事業者からの照会経費 等

¸ Wi-Fi機器の購入設置、業務効率化に資するバックオフィスソフト（勤怠管理、シフ
ト管理等）

【介護現場の生産性向上に係る環境づくり】
¸ 介護ロボット・ICT等の導入やその連携に係る費用
¸ 見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備

Wi-Fi環境の整備、インカム、見守りセンサー等の情報を介護記録にシステム連動さ
せる情報連携のネットワーク構築経費 等

【その他】
¸ 上記の介護ロボットやICT等を活用するためのICTリテラシー習得に必要な経費

【介護ロボット】 区分 補助額 補助率 補助台数

○移乗支援

○入浴支援
上限100万円 ３／４

（※）
必要台数

○上記以外 上限30万円

【ICT】

【介護現
場の生産
性向上に
係る環境
づくり】

補助要件（例示） 補助額・率

¸ 取組計画により、職場環境の改善（内容検討中）を図り、職員
へ還元する事が明記されていること

¸ 既に導入されている機器、また本事業で導入する機器等と連携
し、生産性向上に資する取組であること

¸ プラットフォーム事業の相談窓口や都道府県が設置する介護生
産性向上総合相談センターを活用すること

¸ ケアプランデータ連携システム等を利用すること

¸ LIFE標準仕様を実装した介護ソフトで実際にデータ登録を実施
すること 等

上限
1,000
万円
3／4

※一定の要件を満たす場合は3/4 ，それ以外は1/2

令和６年度当初予算額  地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の97億円の内数（137億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

・都道府県が介護現場の生産性向上を推進する努力義務について規定（令和５年度に介護保険法の一部を改正）
５  そ の 他

補助額 補助率 補助台数

¸ 1～10人 100万円

¸ 11～20人 160万円

¸ 21～30人 200万円

¸ 31人～  260万円

３／４
（※）

必要台数

V 介護ロボットのパッケージ導入モデル、ガイドライン等を参考に、課題を抽出し、
生産性向上に資する取組の計画を提出の上、一定の期間、効果を確認できるまで
報告すること。（必須要件）

ⱧỘ H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
ᵒῐкЩАЕ ⱧỘˢβכ◦

͍ˣ
58 364 505 1,153 1,813 2,297 2,720

ICT ⱧỘˢβ͎ˣכ◦ 195 2,560 5,371

β ⅜ ╘√ ─
⁹ ≢ ─ ╩

∆╢↓≤⅜№╡ ╢
β

※ 下線部は令和６年度までの拡充分。太字が令和６年度で拡充した部分。
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人の流れ
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地域おこし協力隊導入の効果
～地域おこし協力隊・地域・地方公共団体の「三方よし」の取組～

地域おこし協力隊

地 域 地方公共団体

○自身の才能・能力を活かし
た活動
○理想とする暮らしや生き甲
斐発見

○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）

○協力隊員の熱意と行動力が
地域に大きな刺激を与える

○行政ではできなかった
柔軟な地域おこし策

○住民が増えることによる
地域の活性化

任期終了後、およそ65%が
同じ地域に定住※R5.3末調査時点

隊員の約４割は女性
隊員の約７割が

20歳代と30歳代

地域おこし協力隊とは

隊員数、取組団体数の推移

ӽΣάΰẸ τνΜο

※ 隊員数、自治体数は、総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づくもの（いずれも特別交付税算定ベース）。
※ 平成26年度から令和3年度の隊員数は、名称を統一した「田舎で働き隊(農林水産省)」の隊員数を含む。

⇒ 令和８年度に10,000人を目標
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 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ᾕ 2 3 4 5

Ԍ 89 257 413 617 978
1,629 2,799 4,090 4,976 5,530 5,503 5,560 6,015 6,447

7,200

ꜛⱵ 31 90
147 207 318 444 673 886 997 1,061 1,071 1,065 1,085 1,116 1,164
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○ 「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、特定
の地域に継続的に多様な形で関わる者。
○ 地方圏は、人口減少・高齢化により地域づくりの担い手不足という課題に直面しているところ、
地域によっては若者を中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ば
れる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待できる。

ḩἰ ῢτνΜο

関係人口が増えることの意義 関係人口のイメージ

関係人口は、地域住民との信頼関係をベースに、地域の
社会課題解決や魅力向上に貢献する存在である。関係人口
の活発な往来により、地方の経済活動や様々な魅力向上の
取組の活性化、更には災害時の支え合いにもつながる。と
りわけ人口減少・高齢化の深刻な地域においては、関係人
口が地域住民の共助の取組に参画し、地域の内発的発展を
誘発することが期待される。

（「デジタル田園都市国家構想総合戦略」抜粋）

関係人口の取組例

＜宮崎県五ヶ瀬町（R元モデル事業）＞
県立中高一貫校の卒業生を対象とした

関係人口案内人育成

＜島根県邑南町（H30モデル事業）＞
「はすみファンと共に創る地域」事業
での「INAKAイルミ」の実施

＜愛媛県西条市（H30モデル事業）＞
「自立循環型関係人口プラットフォーム構築事業」での
「LOVE SAIJO ファンクラブ」を活用した地場産品のPR

＜鳥取県鳥取市（R元モデル事業）＞
地方の農業に関心のある都市部からの
滞在者との協働による農業用水路の修繕
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